
日本レーザー医学会 定款施行細則 
 

第１章  入会等の手続き 
 
（入会等） 
第１条 本学会の会員になることを希望する者 
  は、所定の入会申込書を提出し、理事 
  会の承認をうけなければならない。 
 ２． 会員は、住所または氏名もしくは名称 
  その他届出事項に変更があったとき 
  は、その旨を直ちに届け出なければな 
  らない。 
 ３. 賛助会員である法人または団体の組 
  織に変更があったときは、あらためて理 
  事会の承認をうけなければならない。 
 
（資格の喪失） 
第２条 会員は、次の理由によってその資格を 
  喪失する。 

一 退会 
二 禁治産者または準禁治産者の宣告 
三 死亡または失踪宣告 
四 除名 

（退会） 
第３条 退会しようとする会員は、理由を付して 
  退会届を提出し、理事会の承認をうけ 
  なければならない。 
 ２． 会費の滞納が３年以上に及んだ者は 
  会誌発送を停止し、かつ理事会におい 
  て退会したものとみなすことができる。 

３. 賛助会員である法人または団体が 
  散したときは退会したものとみなす。 
（除名） 
第４条 会員が本学会の定款に違反し、または 
  本学会の名誉をそこなう行為があった 
  ときは、理事会の議決によって理事長 
  が除名することができる。 
 

第２章  入会金及び会費 
 
（入会金） 
第５条 定款第 8 条第 1 項の入会金は、正会員 
  及び学生会員について 2,000 円とする。 
（会費） 
第６条 定款第 8 条第 1 項の会費は次のとおりと 
  する。 
 一 正会員 
 １） 臨床系（Ｍ会員）年額 12,000 円 
 ２） 基礎学術系（Ｂ会員）年額 12,000 円 
 ３） 技師､看護師､その他（Ｃ会員） 
  年額 6,000 円 
 二 学生会員 年額 5,000 円 
 三 賛助会員 １口以上 
  （１口年額 150,000 円） 
 ２． 既納の会費は、いかなる理由があっても 
  返還しない。 
 

第３章  学術大会 
 
（学術大会） 
第７条 定款第 5 条第 1 項第 1 号に定める学術 
  大会は、原則として毎年１回開催する。 
 ２． 学術大会は、｢日本レーザー医学会総 
  会｣と称し、｢第  回｣を冠する。 

 ３． 理事長は、学術総会会長を理事会の承認 
  を経て委嘱する。 
 ４． 会長は、総会の企画、準備及び実施の一 
  切を掌る。ただし、理事会においてあらか 
  じめ報告することを要する。 
 ５． 総会開催に関する収支は独立会計とす 
  る。会長は、収支予算及び総会終了後の 
  決算を理事会に報告するものとする。 

６． 理事長は通常総会において、次期及び 
 次々期総会の会長と開催地を報告する。 

（講演者） 
第７条 総会における一般講演発表者の講演者及 
  び発表連名者は原則として、定款第 6 条 
  第 1 項第 1 号及び第 2 号に定める会員で 
  なくてはならない。ただし、会長が特に認 
  めた場合はこの限りではない。 
（企画準備項目） 
第８条 総会の企画、準備の主な項目は、次のと 
  おりとする。 
 一 講演、演題及び学術展示の募集 
  （募集要領の作成、会員への通知） 
 二 申し込み演題の採否の決定及び通知 
 三 シンポジウム、特別講演の企画、 
  一般講演の座長依頼 
 四 総会プログラムの作成とその配布 
 五 その他 
（総会、理事会及び評議員会の開催） 
第 10 条 定款第 23 条に定める総会、理事会及 
  び評議員会は、原則として総会会期中 
  に開催する。 
 

第４章  委員会 
 
（委員会の設置） 
第 11 条 定款第 34 条第 2 項の委員会を次のとお
り設置する。 

 一 運営委員会  
各種委員会の委員長および理事長の指

名を受けた役員で構成され、理事会に提起
すべき議案を検討し作成する。 

  二 規約委員会 
 本会の定款運用を行うとともに付随する細 
則、規則等の変更・改正作業を行う。 

  三 財務委員会 
 本会の会計に関し、適正な運用を図るとと 
もに定例総会に提示する予算案、決算書を 
作成し理事会に諮る。 

  四 編集委員会 
 学会誌の刊行に関する編集作業 

  五 学術・教育委員会  
編集委員会と連携し、学術刊行物発刊の 

企画を行う。本会の学会総会、支部活動に 
おける教育的企画を行う。 

  六 安全教育委員会 
 専門制度委員会と連携し、安全教育に関 
する講習会、講演会の企画を行う。 

  七 国際委員会 
 本学会関連の国際学会情報を会員に提 
供する。国際会議の本邦における開催企 
画、運営を行う。 

  八 渉外・広報委員会  
他学会、関連企業、関連諸官庁に対して 



本学会の渉外及び広報活動を行う。 
会員に対する情報提供の手段としてのホ 
ームページの管理、運営を行う。 

  九 社会保険委員会 
 社会保険の適用に関する全般的な活動 
を行う。 

  十 安全委員会 
 レーザーの使用基準としてのガイドライ 
ンを作成し、安全な機器使用の普及活動 
を行う。 

十一 庶務委員会 
  会員の動向等本会の運営に関する事務 
事項全般を統べる。 

 十二 選奨委員会 
編集委員会と連携し、論文賞等本会の 

設置する賞の選考を行う。 
 十三 専門制度委員会 

 本会の資格制度に関する全般的な活動 
を行う。 

 十四 役員選出委員会 
 役員の改選に伴って役員被候補者資格 
の適正さを審査する時限委員会。 

 十五 医用レーザー機器開発推進委員会 
 医用レーザー協会と連携し、安全なレー 
ザー機器の開発と普及活動を学会の立場 
で推進する活動を行う。 

 十六 倫理委員会 
 会員の学会活動における倫理規定の運 
用と利益相反行為の抑制活動。 

 十七 理事長諮問員会 
 理事長が必要に応じて指名した委員によ 
り構成され、学会の在り方に関する理事長 
の諮問に応える。 

                         
第 5 章 名誉理事長及び顧問等 
 
第 12 条 定款第 22 条に定める名誉理事長、顧 

問、相談役に関する規定は、定款に定 
めるもののほかこの規定による。 
 

  １．名誉理事長、顧問、相談役の員数は以下
のとおりとする。 

一 名誉理事長 1 名 
二 顧問   若干名 
三 相談役  若干名 

  ２．名誉理事長及び顧問は、定款第 22 条第 3
項の規定のほか理事会の要請により、各種
会議に出席し意見を述べることができる。 

  ３．相談役は、理事長の要請を受けてその諮 
問に応ずるものとする。 

 
 

付  則 

１ 本細則は、昭和 55 年 12 月 25 日から施行する。 

２ 本細則は、平成 10 年 9 月 25 日通常総会で改正。 

３ 本細則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 

４ 本細則は、平成 11 年 10 月 9 日通常総会で改正。 

５ 本細則は、平成 11 年 10 月 9 日から施行する。 

６ 本細則は、平成 12 年 11 月 9 日通常総会で改正。 

７ 本細則は、平成 12 年 11 月 9 日より施行する。 

８ 本細則は、平成 13 年 11 月 25 日通常総会で改正。 

９ 本細則は、平成 13 年 11 月 25 日より施行する。 

10 本細則は、平成 22 年 9 月 15 日臨時理事会で改正。 

11 本細則は、平成 22 年 9 月 15 日より施行する。 

 


